
本
町
で
は
、
多
様
化
す
る
住
民

ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
住
民
福
祉
の

向
上
の
た
め
簡
素
で
効
率
的
な
行

財
政
運
営
を
目
指
し
、
昭
和
60
年

代
か
ら
行
政
改
革
に
取
り
組
ん
で

き
ま
し
た
。

そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
「
ス

ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド
ビ
ル
ド
」
を
基

本
と
し
て
、
有
識
者
か
ら
な
る

「
伊
奈
町
行
政
改
革
推
進
委
員

会
」
、
助
役
を
本
部
長
と
す
る

「
伊
奈
町
行
政
改
革
推
進
本
部
」、

そ
の
下
部
組
織
の
「
伊
奈
町
行
政

改
革
推
進
検
討
部
会
」
な
ど
を
設

置
し
、
行
政
改
革
の
重
要
事
項
の

審
議
や
進
行
管
理
等
を
行
い
、
改

革
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

以
下
概
要
に
つ
い
て
説
明
い
た

し
ま
す
。

○
地
方
分
権
社
会
の
新
し
い
時
代

に
対
応
す
る
自
治
体
を
目
指
し
、

改
革
を
推
進
し
ま
す
。

○
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
、
よ
り

効
果
的
な
行
政
運
営
を
行
う
た
め

民
間
の
経
営
感
覚
を
取
り
入
れ
た

行
財
政
運
営
を
目
指
し
、
改
革
を

推
進
し
ま
す
。

○
住
民
の
視
点
に
立
ち
、
住
民
ニ

ー
ズ
に
応
え
た
満
足
度
の
高
い
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
自
治
体
を

目
指
し
、
改
革
を
推
進
し
ま
す
。

役
所
は
最
大
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
と

し
て
の
認
識
に
立
ち
、
情
報
公
開
や

広
聴
広
報
の
充
実
を
図
り
行
政
の
公

平
性
、
透
明
性
を
確
保
す
る
と
と
も

に
、
住
民
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
捉
え
、

住
民
の
目
線
に
立
っ
た
満
足
度
の
高

い
行
政
運
営
を
目
指
し
ま
す
。

今
後
、
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で

行
政
運
営
を
進
め
て
い
く
た
め
に

は
、
事
業
の
費
用
対
効
果
・
緊
急

性
を
勘
案
し
な
が
ら
取
捨
選
択
し

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

た
め
、
徹
底
し
て
無
駄
を
省
き
、

民
間
の
経
営
感
覚
を
取
り
入
れ

た
、
常
に
コ
ス
ト
意
識
を
持
っ
た

行
財
政
運
営
を
目
指
し
ま
す
。

い
、
住
民
に
身
近
な
基
礎
的
自
治

体
で
あ
る
市
町
村
の
役
割
は
、
ま

す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

今
後
は
地
方
分
権
社
会
に
対
応

し
た
「
自
己
決
定
」「
自
己
責
任
」

に
よ
る
行
政
運
営
が
強
く
求
め
ら

れ
る
た
め
、
新
し
い
時
代
に
即
し

た
政
策
決
定
能
力
や
課
題
解
決
能

力
を
身
に
つ
け
た
、
自
立
し
た
自

治
体
を
目
指
し
ま
す
。

本
町
は
、
平
成
16
年
度
に
10
年

後
の
平
成
26
年
度
を
目
標
と
し
た

「
伊
奈
町
総
合
振
興
計
画
」
を
策

定
い
た
し
ま
し
た
。

知
を
出
し
合
い
強
い
意
思
の
も
と

今
ま
で
以
上
に
行
財
政
の
改
革
に

取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
か
ら
現
在
の
「
第
３

次
伊
奈
町
行
政
改
革
大
綱
」（
平

成
13
〜
平
成
16
）
に
引
き
続
き
、

「
第
４
次
伊
奈
町
行
政
改
革
大
綱
」

を
定
め
、
住
民
の
理
解
と
協
力
の

も
と
全
庁
的
に
又
積
極
的
に
推
進

し
、
町
の
発
展
と
住
民
福
祉
の
さ

ら
な
る
向
上
を
図
る
も
の
で
す
。

こ
の
中
で
町
の
将
来
像
を
「
自

然
と
調
和
し
た
、
ふ
れ
あ
い
・
安

心
安
全
・
住
み
よ
い
ま
ち
」と
し
、

将
来
人
口
は
５
万
人
を
想
定
し
、

新
た
な
ま
ち
づ
く
り
の
目
標
と
し

て
掲
げ
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
こ
の
目
標
に
向
け
て

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
わ
け

で
す
が
、
現
在
の
町
を
取
り
巻
く

環
境
は
非
常
に
厳
し
い
も
の
と
な

っ
て
い
ま
す
。
課
題
は
「
本
格
的

な
地
方
分
権
社
会
の
到
来
」、「
厳

し
い
財
政
状
況
」、「
新
た
な
住
民

ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
」
な
ど
で
す
。

新
た
な
ま
ち
づ
く
り
を
行
っ
て

い
く
た
め
に
は
、
行
財
政
基
盤
を

強
化
し
、
足
腰
の
強
い
、
自
立
し

た
自
治
体
と
な
り
、
効
率
的
で
効

果
的
な
行
政
運
営
を
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
今
ま
で
の
よ

う
な
前
例
踏
襲
的
な
考
え
方
を
排

除
し
、
全
職
員
一
丸
と
な
り
、
英

町
の
現
状
と
課
題

改
革
の
必
要
性

改
革
の
基
本
方
針
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次
の
３
つ
を
基
本
方
針
と
し
て

改
革
を
推
進
し
ま
す
。

地
方
分
権
の
一
層
の
推
進
に
伴

■特集 行政改革大綱まとまる

企
画
課
政
策
企
画
担
当

２
２
１
５

内�

問�

町総合振興計画冊子



〈行政改革の推進体制〉�

伊奈町行政改革推進委員会�

町　　　　　　　長�

伊奈町行政改革推進本部�
（助役、教育長、全所属長）�

各　 　　課　　　所�

事務改革検討部会（補佐、係長）�

財政改革検討部会（補佐、係長）�

職員改革検討部会（補佐、係長）�

意 見� 報 告�

伊奈町行政改革推進委員会�

意 見� 報 告�

本
大
綱
の
計
画
期
間
は
、「
伊

奈
町
総
合
振
興
計
画
・
基
本
計

画
」
の
期
間
と
合
わ
せ
、
平
成
17

年
度
か
ら
平
成
21
年
度
ま
で
の
５

年
間
と
し
ま
す
。

実
施
に
あ
た
っ
て
は
、「
伊
奈

町
行
政
改
革
推
進
本
部
」
を
中
心

に
全
庁
的
体
制
で
取
組
み
、
改
革

の
進
捗
状
況
等
を
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
を
活
用
し
、
広
く
住
民
に

公
表
し
て
い
き
ま
す
。

計

画

期

間

①意識改革の推進
②人材の育成
③職員手当ての見直し
④定員の適正管理
⑤人事評価システムの検討
⑥職員提案制度の導入

改
革
の
取
組
み
事
項
は
、
基
本

方
針
に
基
づ
き
、
次
の
３
改
革
と

し
、
積
極
的
に
取
組
み
を
進
め
ま

す
。 改

革
の
取
組
み
事
項

行
政
改
革
の
推
進
は
、
具
体
的

取
組
み
事
項
に
沿
っ
て
計
画
的
に

進
め
る
こ
と
と
し
ま
す
。

推

進

体

制
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町ホームページ

総合案内窓口

住民相談室

①基幹となる財源の確保
②手数料等の適正化
③補助金等の見直し
④公共工事のコスト縮減
⑤歳出の削減合理化
⑥中長期的視点に立った
財政運営

①行政情報の提供
②住民参画の推進
③住民窓口サービスの向上
④行政評価システムの活用
⑤組織・機構の見直し
⑥民間活力の活用
⑦入札制度の見直し
⑧情報化の推進
⑨広域行政の推進

財 政 改 革

職 員 改 革

事 務 改 革


